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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年３月４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 操船者死亡 

発生日時 不明（平成２１年８月１６日 １６時４０分ごろ操船者Ｂが発見された。） 

発生場所 大阪府大阪市旭区太子橋１丁目の豊里大橋南側の淀川 

大阪市庭
に わ

窪
く ぼ

９.９４ｍ三角点から真方位２２４°１,０４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４４．０９′ 東経１３５°３３．０６′） 

事故調査の経過  平成２１年８月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 （その他の情報） 

 

カヌー巌
がん

龍
りゅう

、不詳 

 なし、大阪工業大学 

 ３.２５ｍ×０.６０ｍ×０.５０ｍ、コンクリート 

 機関なし、平成２１年８月１６日に完成し、同日進水した。 

 進水以前に目視にて外観検査を行い、また、艇内を水で満たして漏えい
．．

検査を実施した。 

 乗組員等に関する情報 操船者Ａ 男性 ２０歳 

操船者Ｂ 男性 １９歳 

 死傷者等 死亡 １人（操船者Ｂ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、平成２１年８月１６日（日）１５時２０分ごろ、操船者Ａ及び

操船者Ｂが乗り組み、大阪市旭区太子橋１丁目の豊里大橋南側の淀川にお

いて試漕するため、岸から出発したところ、たびたびパドルが藻（水草な

ど）に絡まって操船が困難となり、１５時３０分ごろ、出発地点から沖約

３０メートル付近において、出発地点に戻ろうと左旋回を始めたとき、パ

ドルに藻が絡んで本船が傾斜し、左舷前方の舷側から浸水し始めた。 

操船者Ａが落水し、続いて操船者Ａを助けようと手を差し伸べた操船者

Ｂも体勢のバランスを崩して落水し、本船は左舷船首から転覆、沈没し

た。 

 落水した操船者Ａ及び操船者Ｂは、それぞれ岸に向かって泳いでいた

が、操船者Ａは岸に泳ぎ着いたものの、操船者Ｂの姿が見えなくなった。 

 １５時３８分ごろ、事故の目撃者が、大阪市消防局に通報し、捜索の結

果、１６時４０分ごろ、岸から約１０ｍ沖の川底に沈んでいる操船者Ｂが

発見され、病院に搬送されたが、溺死と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好、 

気温 約３２℃ 

海象：波高 なし、水温 約２６℃～約２７℃ 
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 その他の事項  操船者Ａ及び操船者Ｂは、前年の競技大会に参加して、コンクリートカ

ヌーの操船経験はあったものの、本船での試漕は、本事故のときが初めて

であった。 

 操船者Ａが船首側に、操船者Ｂが船尾側に座り、両端にブレードを取り

付けたパドルをそれぞれ１本ずつ持って漕いだ。 

 操船者Ａ及び操船者Ｂとも泳力はあった。 

 操船者Ａは、落水後、水中の藻が邪魔して頭部を川面より出して泳ぐこ

とが困難だったが、やがて背泳ぎの体勢とし藻を掴みながら進んだ。 

 事故当時の服装は、操船者Ａが、Ｔシャツ、海水パンツ、操船者Ｂが、

Ｔシャツ、ジャージの半ズボンであった。 

 本船は、前年のコンクリートカヌー競技大会に参加したものと同一の設

計図に基づいて、操船者Ａ、操船者Ｂほか１１人の、いずれも同じクラブ

に所属する学生が製作したものであった。 

 本船は、主にセメント系材料を使用し、カヌー躯体体積に占めるセメン

ト系材料の割合を６０％以上とする旨の大会規定に則って製作された。  

救命胴衣は、別の場所に保管して事故現場に持参せず、操船者Ａ及び操

船者Ｂとも救命胴衣は着用していなかった。 

 操船者Ａは、事故前日にクラブの顧問に試漕する旨連絡したが、顧問の

立会いを仰がず、学生７人で試漕を行うこととし、通常の練習場所を水上

オートバイが占有していたので、本事故の発生場所で試漕することとし

た。 

 事故前日、翌日試漕することを知ったクラブの顧問は、所用で試漕に立

ち会えなかったが、クラブの学生が通常の練習場所で救命胴衣を着用する

ものと思った。 

 通常の練習場所の水深は浅く、試漕実績もあったが、事故現場付近は、

これまで試漕したことがなく、藻が繁殖し、水深が約２ｍであった。 

 操船者Ａらが所属する大学では、本事故を受け、課外活動届の提出を徹

底させるとともに、事故調査委員会を設立し、再発防止のための安全対策

を講じた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 死因は、溺死であった。 

 本船は、操船者Ａ及び操船者Ｂの各パドルが藻

に絡んで左舷前方に傾斜して舷側から浸水したこ

とから、転覆して沈没したものと考えられる。 

 操船者Ａは、本船が左舷前方に傾いて落水し、

操船者Ｂは、操船者Ａを助けようと手を差し伸べ

て体勢のバランスを崩して落水したものと考えら

れる。 

 操船者Ｂは、救命胴衣を着用せずに落水し、水

中の藻が邪魔をして泳ぐことが困難となり、水中

に没して溺死した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、豊里大橋南側の淀川において、本船が岸から沖に向かって試
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漕中、操船者Ｂが救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性が

あると考えられる。 

 操船者Ｂが落水したのは、落水した操船者Ａを助けようと手を差し伸べ

て体勢のバランスを崩したことによるものと考えられる。 

 本事故の発生場所付近に藻が繁殖していたことが関与した可能性がある

と考えられる。 

 




